
◎土地基本法等の一部を改正する法律 
（令和二年三月三一日法律第一二号）   

一、 提案理由（令和二年三月六日・衆議院国土交通委員会） 

○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました土地基本法等の一部を改正する法律案の提

案理由につきまして御説明申し上げます。 

 近年、土地をめぐる状況は、土地基本法が制定された平成元年当時と比べ大きく変遷

しており、人口減少等の進展に伴う土地利用ニーズの低下等を背景に、所有者不明土地

や管理不全の土地が増加し、これらの土地が生活環境の悪化の原因やインフラ整備、防

災上の重大な支障となるなど、対応が喫緊の課題となっております。 

 こうした諸課題への対応のため、土地政策の基本理念等を見直し、適正な土地の利用

及び管理を確保する施策の総合的かつ効率的な推進を図るとともに、その前提となる地

籍調査を円滑化、迅速化するための措置等を一体的に講ずる必要があります。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、土地基本法において、適正な土地の利用及び管理について基本理念を明らか

にするとともに、登記等の権利関係、境界の明確化などを内容とする土地所有者等の責

務を定めることとしております。 

 第二に、同法において、今後の土地政策の方向性を明示するため、政府が策定する土

地基本方針を創設することとしております。 

 第三に、地籍調査の円滑化、迅速化を図るため、国土調査法等を改正し、新たな国土

調査事業十カ年計画を策定するとともに、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利

用、地方公共団体による筆界特定の申請などの調査手続の見直しや、地域特性に応じた

効率的調査手法の導入等を行うこととしております。 

 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（令和二年三月一九日） 

○土井亨君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、所有者不明土地等の問題に対応し、適正な土地の利用及び管理を確保する施

策を推進するとともに、その前提となる地籍調査を円滑化、迅速化するための措置等を

講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、適正な土地の利用及び管理について基本理念を明らかにするとともに、土地

所有者等の責務を定めること、 

 第二に、政府は、土地基本方針を定めなければならないこと、 



 第三に、地籍調査の円滑化、迅速化を図るため、新たな国土調査事業十カ年計画を策

定するとともに、地方公共団体による筆界特定の申請などの調査手続の見直し、地域特

性に応じた効率的調査手法の導入等を行うこと 

などであります。 

 本案は、去る三月五日本委員会に付託され、六日赤羽国土交通大臣から提案理由の説

明を聴取し、昨十八日、質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多数

をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年三月一八日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 新たな土地についての基本理念や、土地所有者等の責務等について周知徹底を図る

とともに、あわせて、土地の所有者が、その所有する土地に関する登記手続その他の

権利関係の明確化及び当該土地の所有権の境界の明確化等の責務を果たすことを支援

するための措置を講ずること。 

二 土地基本法の基本理念にのっとり、基本的施策の実現等が図られるよう、適正な土

地の利用及び管理を確保するための施策については、財産権を不当に侵害することの

ないよう十分に配慮しつつ、土地の有効利用の誘導、防災・減災、地域への外部不経

済の発生防止及び解消等に向け、土地基本方針の策定を通じた関係省庁の緊密な連携

の下、総合的に進めること。 

三 新たに策定する土地基本方針に基づく施策の推進に当たっては、地籍調査の円滑

化・迅速化を図るため新たに導入される手続等に関する国からの助言、有識者の派遣、

知識・経験を有する民間事業者の積極的な活用等、地方公共団体への支援や連携協力

に努めること。 

四 災害からの復旧・復興等に資する地籍調査の迅速化を図るため、その必要性及び重

要性について、国民及び地方公共団体に周知すること。また、地籍調査の未着手・休

止市町村の解消に向け、民間委託制度の活用促進等、体制が十分でない市町村へのき

め細やかな支援を行うとともに、早期に地籍調査を完了するため、新たに策定する国

土調査事業十箇年計画に基づく事業の着実な推進のため必要となる予算の確保に努め

ること。 

五 地方公共団体による筆界特定の申請については、権利関係の明確化や円滑な地籍調

査の実施等に資することから、地方公共団体による申請に応えられるよう、申請代理

人や筆界調査委員などの専門的知識・経験を有する者の確保も含め、十分な体制及び

必要な予算の確保に努めること。 

三、参議院国土交通委員長報告（令和二年三月二七日） 



○田名部匡代君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、所有者不明土地の増加や自然災害の頻発等により、適正な土地の管理の

重要性が増大していることに鑑み、土地政策の基本理念等を見直し、適正な土地の利用

及び管理を確保する施策の総合的かつ効率的な推進を図るとともに、その前提となる地

籍調査の円滑化、迅速化を図るため、令和二年度を初年度とする国土調査事業十箇年計

画を策定し、あわせて、街区境界調査成果の取扱い及び地方公共団体による筆界特定の

申請について定める等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、土地所有者等に対する責務規定の意義、土地基本方針の策定

による効果、地籍調査の推進に向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細

は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して武田良介理事より本

法律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年三月二七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 新たな土地についての基本理念や、土地所有者等の責務等について周知徹底を図る

とともに、あわせて、土地の所有者が、その所有する土地に関する登記手続その他の

権利関係の明確化及び当該土地の境界の明確化等の責務を果たすことを支援するため

の措置を講ずること。 

二 土地基本法の基本理念にのっとり、基本的施策の実現等が図られるよう、適正な土

地の利用及び管理を確保するための施策については、財産権を不当に侵害することの

ないよう十分に配慮しつつ、土地の有効利用の誘導、防災・減災、地域への外部不経

済の発生防止及び解消等に向け、土地基本方針の策定を通じた関係省庁の緊密な連携

の下、総合的に進めること。 

三 放置されていくことが懸念される土地の管理について、地域における土地に関する

現状把握及び周辺環境への悪影響を抑制するための対策など地域住民の取組を推進す

るため、ガイドラインの作成等の具体策について検討を行うこと。 

四 新たに策定する土地基本方針に基づく施策の推進に当たっては、地籍調査の円滑

化・迅速化を図るため新たに導入される手続等に関する国からの助言、有識者の派遣、

知識・経験を有する民間事業者の積極的な活用等、地方公共団体への支援や連携協力

に努めること。 



五 土地基本法の改正を踏まえて講じられる国や地方公共団体による諸施策を通じて、

土地の利活用が図られるよう、土地の管理不全化の防止、所有者不明土地の発生の抑

制・解消に向けた取組を関係府省が一体となって行うこと。その際、相続登記の申請

の義務化や土地の所有権放棄を認める制度等の創設に向けての検討を一層推進するこ

と。 

六 空き地・空き家への対策を推進するため、空き地等に関する条例や空家等対策の推

進に関する特別措置法等に基づいた地方公共団体等の取組を引き続き支援するととも

に、管理不全の土地の解消等に関連した実効性のある制度の確立に向けた検討を行う

こと。 

七 所有者不明土地の利用・管理を推進し、所有者の探索方法の合理化に資する土地情

報基盤を整備するため、不動産登記簿、森林簿、農地基本台帳、固定資産課税台帳、

住民票、戸籍等の関連情報の利活用の在り方について引き続き検討すること。その際、

個人情報保護には十分な配慮を行うこと。 

八 土地は、国民のための限られた資源であることに鑑み、国際化の進展を踏まえ、国

内外を問わず土地所有者の所在地を的確に把握できるような仕組みの在り方について

検討すること。 

九 我が国における高齢化や人口減少を踏まえ、早期に地籍調査を完了するため、調査

手法の見直しを行うとともに、社会資本整備、防災対策等、より緊急性の高い地域で

の調査が着実に実施されるよう、優先実施地域の絞り込みを図りつつ、当該地域での

実施を促進するための仕組みづくりについて検討を行うこと。 

十 災害からの復旧・復興等に資する地籍調査の迅速化を図るため、その必要性及び重

要性について、国民及び地方公共団体に周知すること。また、地籍調査の未着手・休

止市町村の解消に向け、民間委託制度の活用促進等、体制が十分でない市町村へのき

め細やかな支援を行うとともに、早期に地籍調査を完了するため、新たに策定する国

土調査事業十箇年計画に基づく事業の着実な推進のため必要となる予算の確保に努め

ること。 

十一 地方公共団体による筆界特定の申請については、権利関係の明確化や円滑な地籍

調査の実施等に資することから、地方公共団体による申請に応えられるよう、申請代

理人や筆界調査委員などの専門的知識・経験を有する者の確保も含め、十分な体制及

び必要な予算の確保に努めること。 

  右決議する。 

 


